
                                

 　   説明です。私達が税を負担していくのは当然の義務でしょうが、これから世界の経済はま

       のかが問題になっていますが、その所は政府にしっかりと世界各国と取り決めをしてほし

   　 すます広域化、国際化していきます。世界を股にかけている企業からどの国が税金を取る

       皆様の税のご理解も深まっているようです。

   2019年10月吉日

       いものだと思います。目に見えるものや財から情報や統計が利益の源泉の時代になってき

       て新しい税の基準が必要になってきました。

       　事業用不動産市況につきましては、9月中旬になってもはっきりした景気変動の兆候は出

       てきておりません。今のところ通常と違いはない様子です。

　 　  　賃貸借契約に関するご相談事（契約内容・本店商号・役員の変更等）がございましたら

　   　　いつでもご連絡下さいませ。

       ※賃貸借中物件の家主様･借主様にｱﾝｹｰﾄ及び市場調査を兼ねまして ご連絡させて頂いております。

     　  以上、宜しくお願い申し上げます。

　高齢者は増えていきます。社会保険料など、現役世代の負担が既に年々高まりつつある中

　で、社会保障財源のために所得税や法人税の引上げを行えば、一層現役世代に負担が集中

       　しかし　企業が集中している特に府北部地域に急な売り物が出るなど変化があれば注意

       する必要があります。

　　　  また　消費税改定に係わるご相談も前回2014年の時と比べ非常に少なくなっています。

　が、消費税は毎年10兆円程度（注）の税収が続いており、税収が経済動向に左右されにく

　く安定した税と言えます。

　  つまり「国民全員で負担し、かつ安定した税収が見込めるのが消費税です」との政府の

　することとなります。特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担す

　る消費税が、高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられます。

　また、ここ10年くらいで見ると、所得税や法人税の税収は不景気のときに減少しています

ご　担　当　者　様

　消費税の意義は今後、少子高齢化により、現役世代が急なスピードで減っていく一方で、

　　いつもお世話になります。

　さて　この10月1日から消費税が前回2014年4月度から5年半ぶりに改訂されます。
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